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事業主の皆さまへ



① 雇用する労働者の申し出により、令和２年２月２７日から同年３
月３１日までの間に、以下のいずれかに該当する有給休暇を取得さ
せたこと。
ア 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をし
た小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うための有給休
暇

イ 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など感染したおそ
れのある、小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うため
の有給休暇

(注１) アの臨時休業等とは、小学校等が臨時休業や当該施設又は事業の利用の停止を行うことのほか、

地方公共団体、当該施設又は当該事業を行う者から当該施設又は事業の利用を控えるよう依頼する

こと、特定の子どもについて、学校長が新型コロナウィルスに関連して特別に欠席を認めることを

いいます。

(注２) 小学校等は欄外の※の施設又は事業をいいます。

(注３) イの感染したおそれのある子どもとは、発熱等の風邪症状が見られる子ども又は新型コロナウ

イルスに感染した者の濃厚接触者である子どもをいいます。

(注４) 保護者には、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者のほか、事

業主が有給休暇を取得させた場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。

(注５) アについては、春休みなど小学校等が元々休みの日に取得した有給休暇は含まれません。イに

ついては、小学校等が元々休みの日であるかにかかわらず、上記の期間に取得した有給休暇が全て

含まれます。

なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。

(注６) 休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則等が整備

されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。

(注７) 年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱いも対象にな

ります。（ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得てい

ただくことが必要です。）

② ①の有給休暇は、労働基準法第３９条の規定による年次有給休暇

として与えられるものではないこと。

③ ①の有給休暇は、年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われる
ものであること。（助成金の支給上限である8,330円を超える場合であっても、全額を

支払う必要があります。）

④ ①の有給休暇を取得した労働者が、申請日時点において１日以上

は勤務したことのある労働者であること。

次の全ての要件に該当する事業主が対象となります。
チェック

１．支給要件 （その他の要件等についてはｐ４～６をご参照ください。）

１

※ 小学校、義務教育学校（前期課程に限る。）、各種学校（幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限
る。）、特別支援学校（全ての部）、不登校の学齢児童の学習指導を主たる目的とする教育支援センター・不登校特例
校・その他民間施設、放課後児童健全育成事業、放課後等デイサービスを行う事業、幼稚園、保育所、認定こども園、
家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、認可外保育施設、へき地保育所、一時預
かり事業、病児保育事業、延長保育事業、子育て援助活動支援事業、子育て短期支援事業、児童心理治療施設（通所の
用に供する部分に限る。）、児童自立支援施設（通所の用に供する部分に限る。）、児童発達支援を行う事業、医療型
児童発達支援を行う事業、短期入所を行う事業、日中一時支援事業、地域活動支援センター。
ただし、障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校（後期課程に限る。）、高等学校、中等教育学校、高

等専門学校（第１学年から第３学年まで）、専修学校（高等課程に限る。）、各種学校（中学校又は高等学校の課程に
類する課程を置くものに限る。）、不登校の学齢生徒の学習指導を主たる目的とする教育支援センター・不登校特例
校・その他民間施設も含む。



２．支給額

３．支給申請の手続

（１）支給申請期限

（２）申請書の提出先

申請事業主の本社等（人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所）の所
在地を担当する以下の提出先に郵送（配達記録が残るもの）してください。

※ 申請期間内に提出先に到達していることが必要ですのでご留意ください。
※ 雇用調整助成金も申請される方は、最寄りの都道府県労働局等でも受け付けますのでご相談

ください。

対象労働者１人につき、以下の式により算出した額とし、企業内の対象労働者

に係る当該金額の合計額を支給します。

（※１）各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの。8,330円を超える場合は8,330円。

（※２）各対象労働者の合計有給休暇日数。時間単位の休暇を含む。

（※３）有給休暇の合計日数のうち１日に満たない時間数については、対象労働者の日額換算
賃金額を時給換算した額を当該時間数で乗じて得た額。8,330円を超える場合は8,330円。

対象労働者の日額換算賃金額（※１）× 有給休暇の日数（※２）

（３）問い合わせ先

支給申請期間は、 までです。
※ 事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。また、法人内の対象労働者につ
いて１度にまとめて申請をお願いします。

助成金の詳しい支給要件や手続等のお問い合わせについては、

２

学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター

TEL：0120-60-3999（受付時間）9:00～21:00（土日・祝日含む）

令和２年３月１８日～同年６月３０日

◎学校等休業助成金・支援金受付センター（厚生労働省の委託した事業者）に郵送してください。
※本社等の所在地により以下の４つに分かれます

・関東地区 （茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川）
〒100-8228 東京都千代田区大手町2-6-2 6階662執務室

学校等休業助成金・支援金受付センター

・東北、関西、四国、中国地区
（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、
島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知）
〒105-0014 東京都港区芝２-２８-８ 芝二丁目ビル4階

学校等休業助成金・支援金受付センター

・北陸、中部、九州・沖縄地区
（新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、

宮崎、鹿児島、沖縄）
〒170-6025 東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 25階

学校等休業助成金・支援金受付センター

・北海道地区
〒550-8798 大阪西郵便局私書箱62号 学校等休業助成金・支援金受付センター



①(対象事業主が雇用保険適用事業主でない場合)労災保険への加入が確認できる書類

例：労働保険関係成立届の事業主控（労働基準監督署受理済みのもの）、概算保

険料申告書

②(対象労働者が雇用保険被保険者でない場合)雇用されていることを確認できる書類

例：労働者名簿、雇用契約書、労働条件通知書、対象労働者の給与振り込みの銀

行への依頼データ等

③ 対象労働者が有給休暇を取得したことが確認できる書類

例：休暇申出書、休暇簿、出勤簿、タイムカード、賃金台帳、就業規則等

④ 対象労働者の有給休暇について、年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われた

ことが確認できる書類

例：賃金台帳等

⑤ 対象労働者の通常の賃金が確認できる書類

例：賃金台帳、労働条件通知書等

⑥ 対象労働者の所定労働日や所定労働時間が確認できる書類

例：労働条件通知書、就業規則、勤務カレンダー等。これに加えて、変形労働時

間制、フレックスタイム制、事業場外みなし労働時間制、裁量労働制又は

高度プロフェッショナル制を利用している場合は、そのことについて締結

している労使協定等。また、シフト制又は交替制をとっている場合は、対

象労働者の具体的な労働日・休日や労働時間を当該労働者に対して示した

勤務カレンダー、シフト表等

⑦ 小学校等の臨時休業等により子どもの世話を行うための有給休暇を取得した場合、

小学校等が臨時休業等をしたことについて確認できる書類

例：小学校等からの臨時休業等に係るお知らせ（当該書類がない場合は有給休暇

取得確認書に臨時休業等期間を記入）

⑧ 対象事業主に雇用されており、申請日時点において１日以上勤務している労働者

であることが確認できる書類

例：労働条件通知書に加え出勤簿、タイムカード等

⑨ 対象労働者のうち、中等教育の課程に在籍する障害のある子どもの場合は、当該

障害があることを確認できる書類

例：特別支援学校の在学証明書、障害者手帳、医師による診断書、障害児通所施

設に係る受給者証、特別児童扶養手当等の受給を証明する書類等

支給申請書、有給休暇取得確認書、支給要件確認申立書、支払方法・受取人住所届の他、以下

のすべての書類の写しの添付が必要です。

(注)「有給休暇」とは、ｐ１の①に該当する有給休暇をいいます。
「対象労働者」とは、ｐ１の①に該当する有給休暇を取得した労働者であって、支給対象事業主に雇

用され、申請日時点において１日以上は勤務したことのある者をいいます。
「対象事業主」とは、その雇用する労働者がｐ１の①に該当する有給休暇の申出をした場合に、当該

労働者に対して有給休暇を取得させた事業主をいいます。

（３）必要書類

３

提 出 書 類 チェック



■ その他の要件 ■
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金においては、ｐ１の支給

要件のほか、次の要件等が適用されます。

● 受給できる事業主
１ 雇用保険適用事業所の事業主であること（対象労働者が被保険者でない場合であって、

事業主が雇用保険適用事業主ではない場合は、労働者災害補償保険適用事業所の事業主であること。

また、雇用保険適用事業主でなく、労働者災害補償保険の適用を受ける事業主にも該当しない暫定任

意適用事業所の場合は、当該事業所を管轄する農政事務所等が発行する農業等個人事業所に係る証明

書の添付がある事業主であること）

２ 支給のための審査に協力すること

（１）支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管している

こと

（２）支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、雇用環境・

均等局等から求められた場合に応じること

（３）雇用環境・均等局等の実地調査を受け入れること など

３ 申請期間内に申請を行うこと

● 受給できない事業主
次の１～９のいずれかに該当する事業主は、本パンフレットに記載された助成金を

受給することができません。

１.平成31年４月１日以降に雇用関係助成金を申請し、不正受給による不支給決定
又は支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日又は支給決定取消日か
ら５年を経過していない事業主。
※不正受給とは、偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けまたは受けようと

することを指します。例えば、離職理由に虚偽がある場合（実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都合で
あるなど）も不正受給に当たります。

２.平成31年４月１日以降に申請した雇用関係助成金について、申請事業主の役員
等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合。
※この場合、他の事業主が不支給決定日又は支給決定取消日から５年を経過していない場合や支給決定取消日から

５年を経過していても、不正受給に係る請求金を納付していない場合（時効が完成している場合を除く）は、申
請できません。

３.支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を
納入していない事業主（支給申請日の翌日から起算して２か月以内に納付を行っ
た事業主を除く）

４.支給申請日の前日から起算して１年前の日から支給申請日の前日までの間に、
労働関係法令の違反があった事業主

5.事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合

４



6.事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第４条に規定する暴力主義的破
壊活動を行った又は行う恐れのある団体に属している場合

7.支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主

8.不正受給が発覚した際に事業主名及び役員名（不正に関与した役員に限る）等の公
表について、あらかじめ承諾していない事業主

■ 助成金申請に当たっての留意事項 ■

● 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金は、対象事業主に事業

主（法人、個人事業主の場合は当該個人）単位で支給します（事業所単位で支給

するものではありません）。

● 代理人等による申請については、正当な代理人等かを確認するため、社員証等の

身分を証明できるものを提示いただきます。

なお、社会保険労務士以外の方（弁護士等を除く）が他人の求めに応じ報酬

を得て支給申請等に係る手続きを業として行うことは、社会保険労務士法に

違反します。

● 「支給要件確認申立書」は申請の都度、提出する必要があります。

● 原則として、提出された書類により審査を行います。書類の不備にはご注意くだ

さい。

● 雇用環境・均等局に提出した支給申請書、添付資料の写しなどは、支給決定され

たときから５年間保存しなければなりません。

● 次の同一の対象労働者の同一の日（期間）に係る措置に対して、労働移動支援助

成金（早期雇入れ支援コース）、中途採用等支援助成金（中途採用拡大コース）、

特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース、生涯現役コース、被災者雇

用開発コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース、安定雇用実現コー

ス、就職氷河期世代安定雇用実現コース、生活保護受給者等雇用開発コース）、

トライアル雇用助成金（一般トライアルコース、障害者トライアルコース、障害

者短時間トライアルコース、若年・女性建設労働者トライアルコース）、地域雇

用開発助成金（沖縄若年者雇用促進コース）、通年雇用助成金（新分野進出除

く）及び両立支援等助成金（出生時両立支援コース、介護離職防止支援コース、

育児休業等支援コース（育休取得時、復帰時、代替要員確保時、復帰後支援（子

の看護休暇制度制度）））との併給は行いません。

また、同一の者の同一の日（期間）に係る措置に対して、障害者雇用安定助成
金、人材確保等支援助成金及び人材開発支援助成金の賃金助成に係る支給との併
給は行いません。

５



● 本パンフレットに記載された助成金の支給・不支給の決定、支給決定の取消し

などは、行政不服審査法上の不服申立ての対象とはなりません。

● 郵送事故を防ぐため、簡易書留等、必ず配達記録が残る方法により送付してく

ださい。また、申請期限までに到達していることが必要です。原則として提出

された書類により審査を行いますので、書類の不備や記入漏れがないよう、事

前によくご確認ください。

● 事業主が、偽りその他不正の行為により助成金を受給した場合、故意に支給申

請書類に虚偽の申請を行いまたは実態と異なる偽りの証明を行った場合、受給

すべき額を超えて助成金を受給した場合などは、支給した助成金の全部または

一部の返還を求めます。また、他の雇用保険二事業関係助成金も含めて、助成

金の５年の支給停止となることがあり、特に重大または悪質な不正受給の場合、

事業主名などが公表されることがあります。

※助成金の支給を受けた事業主等が不正受給を行った場合、不正受給により返還を

求めた額に加え、不正受給の日の翌日から納付の日まで、年５分（令和２年４月１

日以降に支給申請した場合は年３分）の割合で算定した延滞金及び当該返還額の２

割に相当する額の合計額を支払う義務を負います。

※不正に関与した社会保険労務士または代理人等を連帯責任者として設定し、返還

請求を行うとともに、公表を行います。また、当該社会保険労務士または代理人等

が行う雇用関係助成金の申請について事業主の支給停止と同じく５年間、受理しま

せん。

● この助成金の内容は、予告なく変更する可能性があります。最新の内容は下記

の厚生労働省ホームページでご確認ください。

このパンフレットに記載しているものの他にも詳細な要件などがありますので
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター（TEL:0120-60-3999）にご
相談ください。

支給申請書は、厚生労働省のホームページからダウンロードしてください。
トップページ> 分野別の政策 >子ども・子育て > 職場における子育て支援

> 事業主の方へ> 小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取
得支援のための新たな助成金を創設します。

６

＜詐欺等にご注意下さい！＞

厚生労働省や労働局等では、助成金の相談について電話等で勧誘することはありません。
また、振込先、口座番号やその他の個人情報を個人の方に電話等で問い合わせることはあ
りませんので、ご留意ください。


